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I. 医学および医療の水準の向上への貢献が日本医学会分科会にふさわしいと考えられる貴学会の独自
の活動を以下に留意して記載をしてください。
a. 特に学術的に重要と考えられるもの
（てんかん学の向上への貢献） 日本てんかん学会(JES)は、学会誌「てんかん研究」（和文）および
「Epilepsy ＆ Seizure」（英文）の発行や年次学術集会開催を通じて、国内外先端研究の発表の機会を
設け、てんかん学の発展を促してきた。また、若手研究者による優れた国際誌発表論文を表彰しててん
かん学研究の活性化を図るとともに、JES Sponsored Award により、若手会員の海外留学を支援してい
る。 大規模な多施設共同研究が必要な新規抗てんかん発作薬の有効性・安全性評価やてんかんに対す
る非薬剤治療（脳深部刺激療法、食事療法など）の有効性・安全性評価では、これを主導または支援し
ている。さらに、2021 年「てんかん学用語辞典」を改訂・出版し、2023 年「国際抗てんかん連盟改訂
てんかん分類、てんかん発作型分類」日本語訳を作成して、てんかん学・てんかん診療における用語の
統一を図った。   
（てんかん診療の向上への貢献）  JESは、学会認定専門医や学会認定教育施設の審査・認定を行い、
てんかん専門診療の質を担保している。てんかん専門医ガイドブック改訂第 2版で、専門医レベルの診
療指針を示している。さらに、重点的なてんかん専門診療の標準化と均霑化のため、包括的てんかん医
療施設認定基準を策定し、これまでに 22 施設の認定を行った  。また、2020 年「定位的頭蓋内脳波実
施に関する指針」(2023年改訂)や 2019 年改訂「迷走神経刺激療法資格認定基準」、2023 年「てんかん
に対する脳深部刺激療法の適正使用指針」など専門的診療手技における資格認定基準の作成・審査を行
っている。より一般的なてんかん診療レベルの向上にも貢献すべく、日本神経学会監修「てんかん診療
ガイドライン 2018」の編集を実質的に担当した。2023 年度より改訂作業を開始し、改訂版では共同監
修学会となる予定である。JES 年次学術集会や JES 地方会の各集会では、てんかん学研修セミナーを通
じて、標準的てんかん診療の普及を図っている。 国外で開発され国内への早期導入が必要な各種抗て
んかん発作薬やてんかん治療機器については、JESが積極的に主導して行政への要望書等を提出してい
る。また、抗てんかん発作薬の適応拡大や供給体制の改善についても同様である。JES 年次学術集会や
JES 地方会の各集会では市民公開講座を同時開催して、てんかんに関する一般への啓発も積極的に行っ
ており、当事者団体である日本てんかん協会ともさまざまな側面で密接に連携しててんかん診療の向
上を図っている。 



ｂ.当該領域における国際的な役割 
（国際抗てんかん連盟における役割） 国際抗てんかん連盟(ILAE)加盟 150 国のうち JES は米国につ
いで会員数の多い国である。ILAEでは、さまざまなタスクフォースを通じて、てんかん学やてんかん
診療における指針を作成・提案しているが、これらのタスクフォースには日本からも各領域の専門家が
参加している。また、2022 年WHO 総会で「てんかんとその他の神経疾患に対する分野横断的行動指
針」が採択された。JESは外務省への働きかけなどを通じてこれを支援した。 
（アジアオセアニア地区における役割） JES は、IALEアジアオセアニア支部(ILAE-AO)の一員とし
て、研究教育診療や組織運営に積極的に関わり多大なる貢献を続けている。2021 年「アジアオセアニ
アてんかん会議」を主催し、アジアオセアニア地区におけるてんかん学やてんかん診療における最新の
知見の交換を促進した。JES は、毎年 JES Scholarship を通じてアジア地域からの留学生を受け入れ、
アジア地域のてんかん診療の向上に貢献している。 

ｃ.活動からもたらされる社会的な意義 
てんかんには患者への差別の歴史があり、社会へのてんかん啓発とてんかん患者のスティグマ解消は
てんかん診療における大きな課題である。JES によるさまざまな啓発活動や患者・家族・ケア者への
指針作成・教育活動は、社会のてんかんに対する理解を高め、患者のスティグマ解消に貢献してい
る。本来受けられるべき適切な診療へ到達できない「Treatment Gap」は、特に発展途上国で問題と
されるが、日本でも地域格差を含め Treatment Gap が存在している。JESのてんかん診療均霑化へ向
けたさまざまな活動は Treatment Gap の解消に貢献している。さらに、JES はてんかんのさまざまな
側面に関する実態調査を通じて、行政施策や法的規制に資する重要な基礎資料を作成しており、てん
かん診療全般や社会全体の安全向上へ向けた貢献も行っている。てんかん診療向上のさまざまな側面
において厚生労働省の担当部署と連携し、さらにてんかん患者の自動車運転に関する問題について
は、警察庁と共同で大規模調査を行うなど、行政とも連携している。 
ｄ.学会運営上留意している点 

JES は、小児神経科、脳神経内科、脳神経外科、精神神経科、基礎医学領域、メデイカルスタッフなど、
複数診療科や領域で構成される。そのため、すべての会員へ公平な情報や機会提供がなされるよう留意
している。また、当事者団体の日本てんかん協会とは定期的会合や共同活動を通じて協力体制を維持す
べく留意している。 
Ⅱ.日本医学会分科会にふさわしいと考えられる貴学会と他の分科会との連携による活動を記載して下
さい． 

１）日本脳神経外科学会：てんかんの外科治療に関する実態調査や保険改定要望、治療手技における資
格認定、早期導入が必要な医療技術の導入申請などで連携している。 
２）日本精神神経学会：診療ガイドライン編集、シンポジウムやワークショップの共催で連携している。 
３）日本小児神経学会：ACTH 療法や食餌療法に関するガイドライン作成、新規抗てんかん薬承認へ
の要望などにおいて連携している。 
４）日本神経学会：てんかん診療ガイドライン作成、教育ビデオ作成、生涯教育セミナーや学術大会シ
ンポジウム開催などで連携している。 
５）その他：日本産婦人科学会と「てんかんと妊娠・出産」に関する啓発で連携している。 

 


